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まえがき

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，財団法人日本船舶

標準協会(JMSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調

査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって，JIS F 8074：1997 は改

正され，この規格に置き換えられる。

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。

IEC 60092-502：1999，Electrical installations in ships─Part 502：Tankers─Special features を基礎として用

いた。

JIS F 8074 には，次に示す附属書がある。

附属書 A（参考）危険区域の分類例─基本原則

附属書 B（参考）危険区域の分類例─液化ガスをのぞく，原油，石油製品，化学製品などの引火点が

60 ℃以下の可燃性液体を運送するタンカー

附属書 C（参考）危険区域の分類例─引火点が 60 ℃を越える可燃性液体を運送するタンカー―加熱

されない貨物及び引火点（FP）より 15 ℃を超えて低い温度（TH）で加熱される貨

物：TH＜FP－15 ℃

附属書 D（参考）危険区域の分類例─可燃性液化ガスを運送するタンカー

附属書 E（参考）危険区域の分類例─他の製品／材料と反応して可燃性ガスを発生する貨物（例えば，

酸）を運送するタンカー
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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

日本工業規格 JIS
F 8074：2003

(IEC 60092-502：1999)

船用電気設備―第 502 部：タンカー─個別規定

Electrical installations in ships─Part 502：
Tankers─Special features

序文　この規格は，1999 年に第 5 版として発行された IEC 60092-502：1999，Electrical installations in ships

─Part 502：Tankers─Special features を翻訳し，技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した

日本工業規格である。

なお，この規格で点線の下線を施してある部分は，原国際規格にはない部分である。

この規格は，危険区域分類に対してゾーン区域の概念を導入し，接地配電システムの使用を認めるもの

である。ただし，IBC コード(1)の 10.2 及び IGC コード(2)の 10.2 に規定された危険区域の電気設備のため

の要件及び SOLAS(3)第 II-1 章 45.4.1 及び 45.4.3 のシステム接地要件に完全には一致していないことに留

意する必要がある。

IMO がそれらのコード及び SOLAS に関連した修正を決めるまで，この規格の使用者は，該当公的機関

に対し，IBC コードの 1.4，IGC コードの 1.4 及び SOLAS の規則 1/5 にある“同等”の規定によって，同

等性の審査を要求するよう助言する。

注(1)  International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

（1994 年版）

(2) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk

（1993 年版）

(3) 1974 年海上人命安全条約に関する議定書及び 1974 年海上人命安全条約の 1978 年議定書（1997

年統合版）

1. 適用範囲　この規格は，固有に又は他の物質と反応することによって，可燃性となる液体又は可燃性

の液体ガスを積載するタンカーの電気設備について規定する。IEC 60092 のほかの規格の要求については，

この規格で特に記載されたものを除き，タンカーにも適用する。

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す。

なお，対応の程度を表す記号は，ISO/IEC Guide21 に基づき，IDT（一致している），MOD（修

正している），NEQ（同等でない）とする。

IEC 60092-502：1999，Electrical installations in ships─Part 502：Tankers─Special features (IDT)

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで，発行年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構

成するものであって，その後の改正・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は，その

新版（追補を含む。）を適用する。


